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お 知 ら せ
個人市・府民税の申告受付が始まります
　感染症拡大防止のため、市
税事務所・区役所への来所を
控えていただき、「送付」「大阪
市行政オンラインシステム」
による申告をお願いします。
申告書は、大阪市ホームペー
ジで源泉徴収票などをもとに
作成できます。

申告方法・受付期間
①市税事務所あて送付による申告
　受付中（3月15日（火）まで）
②大阪市行政オンラインシステムによる申告
　受付中（3月15日（火）まで）
　 対　象
　◦�令和3年中に収入がある方（給与所得・雑所得
〈公的年金等・業務・その他〉の申告のみ）

　◦令和3年中に収入がない方
③窓口での申告（土・日・祝日を除く）
　市税事務所窓口 あべの市税事務所
　受付期間 �2月7日（月）から3月15日（火）9：00～

17：30（金曜日は19：00まで）
　 区役所臨時申告会場 西成区役所5階�会議室
　受付期間 �2月16日（水）から3月15日（火）9：00

～11：30、13：00～16：00
　※�受付期間の最初・最後の1週間や午前9時台は
混雑が予想されます。

感染症拡大防止のため、下記事項にご協力ください。
◦�混雑防止のため事前に申告書を作成のうえ、マ
スクの着用、手指消毒・検温にご協力ください。
◦混雑状況により入場を制限する場合があります。
◦�咳や発熱等の症状のある場合は、来所をお控え
ください。

ご注意 �所得税の確定申告等については、西成税
務署（☎6659-5131）にお問い合わせく
ださい。

あべの市税事務所
個人市民税担当

　〒545-8533 阿倍野区旭町1-2-7
　あべのメディックス7階�☎4396-2953

西成税務署からのお知らせ
感染リスク軽減のためのお願い

密を避けて
　自宅からスマホやPCでe-Tax！
　既に80％以上の方が確定申告会場に行かずに
申告をしています。

密を作らない
　確定申告会場への入場には整理券が必要です。
　（申告書等の提出のみの場合は整理券不要）
　整理券の入手方法
　①各会場で当日配付 ②LINEで事前発行

提出先
問合せ

介護サービス利用にかかる費用の医療費
控除
　医療系を中心とした介護保険サービスを利用し
た場合の利用者負担は、所得税の確定申告を行う
と、医療費控除の対象となる場合があります。いず
れも「領収証」が必要です。

施設サービスの利用者負担額
①介護療養型医療施設、②介護老人保健施設、③介
護老人福祉施設、④介護医療院
※�利用料・居住費・食費の利用者負担額。
　ただし③は1/2相当額

居宅サービスの利用者負担額
①医療系サービス（訪問看護・通所リハビリテー
ションなど）、②福祉系サービス（生活援助中心型
を除く訪問介護・通所介護など）　
※�福祉系サービスは、医療系サービスと併せて利
用した場合のみ対象

介護福祉士などによる喀痰吸引などが行われたとき
　居宅サービスなどにかかる自己負担額の１/10
が対象

おむつ代
　医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です
が、要介護認定を受けおむつを使用している方で、
控除2年目以降の方は、医師の証明に代わる「確認
書」を、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口で
交付できる場合があります。

問合せ 保健福祉課（介護保険）
　　　　5階 番窓口51
　　　　☎6659-9859

障がい者手帳をお持ちでない方でも、「障
がい者控除」が適用される場合があります
　65歳以上で、ねたきりまたは認知症の方でその
程度が身体障がい者手帳などの交付基準に準ずる
場合、申請により「障がい者控除対象者認定書」の
交付を受けることができます。
　この認定書を提示し、所得税の確定申告や個人
市・府民税の申告をすることで、「障がい者控除」
の適用を受けることができます。
問合せ 保健福祉課（地域福祉）
　　　　5階 番窓口51 �☎6659-9857

特定健診は、もう受けましたか？
特定健診受診券の有効期限は3月末です
　高血圧症や糖尿病などの生活習慣病の発症や重
症化を予防するために特定健診を受けましょう！
　受診は無料です。
対　象 �後期高齢者医療制度加入者の方、大阪市

国民健康保険加入の40歳以上の方
問合せ 窓口サービス課

　　　　（保険年金 保険）
　　　　6階 番窓口61
　　　　☎6659-9956

にしなりオレンジチーム
　医師と医療・介護福祉の専門職がチームを組み、
認知症の疑いがありながらも適切な医療や介護
サービスに結びついていない方に対し、かかわり
の初期段階での支援を行います。
相談日時 月～土曜日 9：00～17：30
　　　　（祝日・年末年始を除く）
問合せ にしなりオレンジチーム

　　　　※ 玉出地域包括支援セン
ター内（白寿苑）

　　　　☎6651-6000

食品ロス削減の取組「フードドライブ」を
実施します
　フードドライブとは、ご家庭で使いきれない食
品や余っている食品などを提供していただき、こ
れらの食品を必要とされている方 （々みんな食堂
や福祉施設など）に寄付する活動です。ご家庭で
余っている食品をぜひご提供ください。みなさま
のご協力をお願いします。
日　時 2月22日（火） 14：00～16：00
場　所 区役所1階�区民ロビー
対象品 �未開封で賞味期限が1か月以上残ってい

る常温保存可能な食品
　　　　�（例：お米、お菓子、乾麺、インスタント食

品、缶詰、調味料など）
※�賞味期限が明記されていないものや1か月を切っ
ている食品、開封されたもの、生鮮食品（肉・魚・野
菜）、アルコール類などはお受けできません。

提供方法 �開催日当日、ご提供いただける食品を直
接お持ちください。

問合せ 南部環境事業センター（南津守5-5-26）
　　　　☎6661-5450
　　　　（月～土曜日 8：30～17：00）

固定資産税・都市計画税（第4期分）の納期限は、2月28日（月）です
問合せ 〇固定資産税・都市計画税（土地・家屋） あべの市税事務所 固定資産税（土地・家屋）担当 ☎4396-2957（土地）、4396-

2958（家屋） 〇固定資産税（償却資産） 船場法人市税事務所 固定資産税（償却資産）グループ ☎4705-2941

問合せ 西成税務署�☎6659-5131

確定申告書の作成は
こちらから↓

LINE友だち追加は
こちらから↓

イベント講座
食育展を開催します
日　時 �2月22日（火）～3月1日（火）の区役所開

庁時間内（3月1日は15：00まで）
場　所 区役所1階ロビー・
　　　　区民ギャラリー
展示内容
◎「食育の取組」パネルなど
　◦�西成区内の幼稚園・保
育所（園）・小学校・子育
て支援施設・特別養護
老人ホーム

　◦西成区食生活改善推進員協議会
　◦大手前学園、南大阪ヤクルト販売（株）
◎「レシピコンテスト」応募作品

問合せ 保健福祉課（地域保健）
　　　　2階 番窓口21 �☎6659-9882

健康教室「骨やカルシウムについて」 無料
　カルシウムは骨を作る大
切な栄養素ですが、日本人
は慢性的にカルシウム不足
です。
　骨の健康を維持するポイ
ントをお伝えします。
講　師 �雪印メグミルク株

式会社�食育担当�
管理栄養士�唐住�泉�先生

日　時 3月11日（金） 14：00～15：00
場　所 区役所4階�会議室
定　員 50名（先着順）
申込み 電話または窓口にて

保健福祉課（地域保健）
2階 番窓口21 �☎6659-9882

申込先
問合せ

27日（日）も
開庁しています
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